
法人企業用

【提出先】
経済産業省中小企業庁事業環境部企画課調査室
〒100-8912　東京都千代田区霞が関１－３－１
中小企業実態基本調査事務局

【受付時間】 平日９：００ ～ １８：００　（土曜、日曜、国民の祝日を除く）
◆ 問い合わせ先（フリーダイヤル）：０１２０－４３４－３６９

この調査により報告された記入内容は統計法により秘密が保護されています。
この調査票は、税務申告等とは一切関係なく、統計的に処理され、申告者の不利益になるようなことはありませんので、事実をありのまま
記入してください。
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【ホームページ】
経済産業省中小企業庁ホームページアドレス

中小企業実態基本調査ホームページアドレス

上記赤枠内の記入をお願いします。
事前に印刷されている郵便番号・住所・企業情報に誤りがある場合は、二重線で消し、正しい企業情報をご記入ください。
ただし、数値等が見えづらくなる場合には、修正液または修正テープで消し、正しい企業情報をご記入ください。

※
※

１． この調査票は、法人企業用の調査票です。御社が個人企業（個人事業者）の場合は、改めまして個人企業用の調査票（調査票甲）をお送
りしますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。

２． この調査は、会社（株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社など）を対象とした企業単位の調査です。事業所単位の調査で
はありません。本店、支店、営業所、工場などを含めた企業全体について記入してください。

３． 記入内容は、平成２０年度の決算期数値で記入してください。それが困難な場合は、事務局へご相談していただくか、最寄りの決算期
の数値を記入してください。

４． この調査票は 2ページ目以降、見開き左ページが記入説明、見開き右ページが記入欄という構成になっています。記入箇所は赤枠で
囲んでありますので、赤枠内の記入をお願いします。また、記入の際は、左ページの記入説明を参考にしてください。

５． 調査票の記入に当たっては、黒または青のボールペンではっきりと記入してください。なお、記入の訂正をする場合には、二重線で消
し、正しい情報を記入してください。ただし、数値等が見えづらくなる場合には、修正液または修正テープで消し、正しい情報を記入し
てください。

６． 記入内容について照会する場合がありますので、上記赤枠内の記入者の氏名及び連絡先の電話番号を必ず記入してください。
　　内線番号がある場合は、その番号も記入してください。

７． 後日、調査担当より、記入内容について確認させていただく場合もありますので、記入の終わった調査票はコピーをとり、控えとして
１２月までお持ちください。

８． 記入の終わった調査票は、同封の返信用封筒（黄色）に入れ、郵便ポストに投函してください。（切手は不要です。）

　　　　　　　投函期限：平成２１年８月３０日（日）
９． 本統計調査についてご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

【調査票のご記入にあたっての注意事項】 ※ ご記入いただく前に、必ずお読みください。 
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右ページ問２・問４・問４付問１・問５・問５付問１の記入説明

他社からの出向従業者（出向
役員を含む）及び派遣従業者
の合計数
他社からの出向従業者
（出向役員を含む）

他社からの派遣従業者

他社からの出向従業者（出向役員を含む）及び派遣従業者の合計数とは、「他社からの出向
従業者（出向役員を含む）」または「他社からの派遣従業者」のいずれかに当てはまる人の
数の合計をいいます。ただし、下請先の従業者は除きます。
在籍出向など出向元に籍があり、給与を出向元から受け取っているが、御社にきて働いてい
る人。
労働者派遣法でいう派遣労働者。給与を派遣元から受け取っているが、御社にきて働いてい
る人。

株式会社

有限会社（特例有限会社）

合名会社

合資会社、合同会社など

個人企業（個人経営）

『問４』の会社全体の従業者数の各調査項目の内容は以下のとおりです。
※ 他社からの出向従業者（出向役員を含む）及び派遣従業者は除きます。

有給役員（無給役員は除く）

常用雇用者

臨時・日雇雇用者

正社員・正職員

パート・アルバイト

法人企業の取締役、監査役などの役員に対して支払われる給料を得ている人。
ただし、無給の役員は除きます。
期間を定めずに、若しくは１ヶ月を超える期間を定めて雇用している人、または平成２１
年２月と３月にそれぞれ１８日以上雇用している人。
一般に正社員・正職員などと呼ばれている人。ただし、有給・無給役員は除きます。
常用雇用者のうち、一般に「嘱託」、「パートタイマー」、「アルバイト」またはそれに近
い名称で呼ばれている人。一般の社員より１日の所定労働時間または１週間の労働日数
が短い人。
１ヶ月以内の期間を定めて雇用している人、または日々雇用している人。

株式を発行することで事業資金を調達し、それを元手に事業を行なう会社。
ただし、商号に「有限会社」の文字を使用している会社は除きます。
旧有限会社法に基づいて設立された有限会社。2006 年 5 月１日の新会社法施行により新た
な有限会社は設立できなくなりましたが、既存の有限会社については、商号に「有限会社」
の文字を使用すれば、新会社法施行以前と同様の会社運営が継続できます。
２人以上の無限責任を負う社員のみで構成された会社。
・合資会社：有限責任社員と無限責任社員の両方によって構成された会社。
・合同会社：社員全員が有限責任である会社（法人）。社員には経営執行権限があります。
個人の事業者が、事業に必要な資金を出資し、同時に自身で経営を行なう企業。

『問４付問１』の他社からの出向従業者数（出向役員を含む）及び派遣従業者数の内容は以下のとおりです。

海外の子会社、関連会社または事業所の内訳については、同封の「業種分類表・国地域分類表」（オレンジ色の冊子）を参考
にしてください。

『問５付問１』の記入上の注意点

『問５』の海外の子会社、関連会社または事業所の定義は以下のとおりです。

海外の子会社

海外の関連会社
海外の事業所

子会社とは、御社が５０％超の議決権を所有する会社をいいます。なお、御社の子会社また
は御社とその子会社合計で５０％超の議決権を所有している会社を含みます。ただし、
５０％以下であっても御社が経営を実質的に支配している会社も含みます。
関連会社とは、御社が２０％以上から５０％以下の議決権を所有する会社をいいます。
事業所とは、海外にある御社の支店・営業所・工場などをいいます。
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『問２』の会社形態の各調査項目の内容は以下のとおりです。



１．企業の概要　※全員の方におうかがいします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～

～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

他社からの出向従業者（出向役員を
含む）及び派遣従業者がいない場合
には、「０」人と記入してください。

※定義については左ページ（２ペー
ジ）をご覧ください。

【問４付問１ 記入上の注意点】

※ この調査票は、「法人企業用」の調査票です。御社が個人企業（個人事業者）の場合は、「個人事業者用」の
　 調査票を再送付致しますので、表紙の問い合わせ先までご連絡ください。



『問７』の「売上高」及び「営業費用」などの各調査項目の内容は以下のとおりです。

右ページ問７の記入説明

売上高

営
業
費
用

売
上
原
価

販
売
費
及
び
一
般
管
理
費

商品仕入原価

上記以外の売上原価

売上原価の合計

人件費

販売手数料

広告宣伝費

交際費

租税公課

上記以外の経費

営業外収益

支払利息・割引料

その他の費用
営業外費用

経常利益または経常損失

特別利益

特別損失

税引前当期純利益または
税引前当期純損失

税引後当期純利益または
税引後当期純損失

販売費及び一般管理費の
合計

材料費
労務費
外注費
減価償却費

地代家賃
水道光熱費
運賃荷造費

減価償却費
従業員教育費

実現主義の原則に従い、商品などの販売または役務の給付によって実現した売上高、営
業収益、完成工事高など。
売上高に対応する商品の仕入原価。
「商品仕入原価」＝「期首棚卸高」＋「当期仕入高」－「期末棚卸高」

売上原価のうち、商品仕入原価、材料費、労務費、外注費及び減価償却費（売上原価に
含まれるもの）以外の売上原価の合計。

常用、臨時、役員、正社員、パート・アルバイトを問わず、当該事業年度に支払うべき
給料、手当、賃金、賞与、退職金などの合計。ただし、福利厚生費、法定福利費は除き
ます。
土地、建物などの不動産の賃貸料の合計。
ガス代、電気代、水道料などの合計。
製造品、商品などの輸送、梱包などに支払った運賃、荷造費の合計。

販売費及び一般管理費に計上する減価償却費。
講師・指導員等経費、教材費、外部施設使用料、研修参加費及び研修委託費などの合計。

売上に対し一定の率で支払う手数料、売上げに対する協力度、回収、成長度などに応じ
て支払う売上奨励金などの合計。
不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図してなされるもので、商品・製品の広告、求
人広告、会社広告などの合計。
得意先、仕入先、その他事業に関係する者に対して、営業上必要な接待、供応、慰安、
贈答その他これらに類する行為のために要した費用。

印紙税、登録免許税、不動産取得税、自動車税、固定資産税、事業税（付加価値割及び
資本割）及び事業所税などの合計。
販売費及び一般管理費のうち、上記以外のその他経費の合計。なお、福利厚生費、法定
福利費はここに含みます。

銀行その他の金融機関や他の会社からの借入金に対する利息、受取手形を割り引いた場
合に支払われる費用で、割引日から手形期日までの期間の利子相当分の合計。

会社経営において、特別に発生した金額的にも大きな利益。固定資産売却益、前期損益
修正益。
会社経営において、特別に発生した金額的にも大きな損失。固定資産売却損、減損損失、
災害による損失、前期損益修正損。

経常利益（経常損失）に特別利益を加え、特別損失を差し引いたもの。

「⑨ 税引前当期純利益または税引前当期純損失」＝
　　　　　　　「⑥ 経常利益または経常損失」＋「⑦ 特別利益」－「⑧ 特別損失」

税引前当期純損失をあらわすマイナスの金額を記入する場合、金額の先頭に▲を記入し
てください。（例：▲２０００）

税引前当期純利益（税引前当期純損失）から法人税、住民税及び事業税（所得割）を控
除したもの。

「⑩ 税引後当期純利益または税引後当期純損失」＝
　　　　「⑨税引前当期純利益または税引前当期純損失」
　　　　　　　　　　　　　　　　　－（「法人税」＋「住民税」＋「事業税（所得割）」）

税引後当期純損失をあらわすマイナスの金額を記入する場合、金額の先頭に▲を記入し
てください。（例：▲２０００）

販売費及び一般管理費の合計。

支払利息・割引料以外の営業外費用に計上される雑損失などの合計。
売上高から、売上原価、販売費及び一般管理費を差し引いたものに営業外収益を加え、
営業外費用を差し引いたもの。

「⑥ 経常利益または経常損失」＝
　「① 売上高」－（「② 売上原価」＋「③ 販売費及び一般管理費」）＋「④ 営業外収益」           
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－「⑤ 営業外費用」

経常損失をあらわすマイナスの金額を記入する場合、金額の先頭に▲を記入してくださ
い。（例：▲２０００）

受取利息、受取配当金、有価証券の売却益などの営業活動以外により発生した収益。

売上原価の合計。

売上高に対応する材料費。
売上高に対応する労務費。
売上高に対応する外注費。
売上高に対応する減価償却費。



２．平成２０年度決算について　※全員の方におうかがいします。

これからの問いで、税抜きで記入する場合のみ、□内に｢　｣を記入して
ください。税込みで記入できる場合は、問６は空欄で構いません。

※５「⑨税引前当期純利益または税引前当期純損失」の記入は、「⑥経常利益または経常損失」から「⑦特別利益」
　　  「⑧特別損失」を加減して算出してください。左ページ（４ページ）の計算式をご参照ください。

※１

「商品仕入原価」＝

「期首棚卸高」＋「当期仕入高」

　　　　　 　－「期末棚卸高」

【建設・製造・運輸の場合】

「商品仕入原価」=（製造原価報告

書記載の） 「期首 （商品） 棚卸高

＋当期製品製造原価」－「期末（商

品）棚卸高」

※２

売上原価に計上している減価償

却した金額を記入してくださ

い。　

※３

販売費及び一般管理費に計上

している減価償却した金額を

記入してください。

※４

損失（「経常損失」、「税引

前当期純損失」、「税引後

当期純損失」）をあらわす

マイナスの金額を記入す

る場合、金額の先頭に▲

を記入してください。

（例：▲２０００）

【問７　記入上の注意点】
１．平成２０年度の決算期間で記入してください。それが困難な場合は、事務局へご相談していただくか、最寄りの決算期の数値
　　を記入してください。
２．金額は、千円未満を四捨五入し、千円単位で記入してください。マイナスの金額を記入する場合、金額の先頭に▲を記入して
　　ください。（例：▲２０００）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～



右ページ問８の記入説明

資
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固
定
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産
※１

流
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負
債

純
資
産

株
主
資
本

固
定
負
債

上記以外の純資産

現金、当座預金、普通預金及び郵便貯金など。定期預金、定期積金、金銭信託及び郵便貯金（積
立貯金）などについては、１年以内に期限の到来するものが該当します。
通常の営業取引によって生じた手形債権及び未回収金。

現金・預金

市場性のある短期所有目的の有価証券（売買目的有価証券）及び１年以内に満期の到来する有価
証券（満期保有目的有価証券）。担保差し入れ有価証券を含みます。有価証券

前渡金、立替金、前払費用、前払利息・割引料、繰延税金資産、未収収益、未収利息、短期貸付
金及び未収金など。上記以外の流動資産

受取手形・売掛金

事務所、店舗、工場及び倉庫などの建造物、社宅、電気設備などの建物、橋、舗装道路及び煙突
などの構築物のほか、暖冷房設備、照明設備、昇降機などの附属設備を含みます。

建物・構築物・
建物附属設備

工場、事務所及び社宅などの経営目的で使用している土地。ただし、販売目的、投資目的の土地
は除きます。土地

建物、構築物、機械装置及び船舶などの建設または製作のために支出した手付金及び労務費、取
得した機械、購入した資材・部品など。建設仮勘定

毎年の減価償却費の合計額。※マイナスの金額となりますので、既に金額の先頭に▲が記入され
ています。減価償却累計額

のれん（営業権）、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、借地権、地上権、著作権及びソフトウ
ェア制作費など。

※１ 有形固定資産の記入の仕方 ～直接法・間接法について～
　　 直接法：有形固定資産の金額（取得価額）から減価償却費を直接減額した金額を記入してください。
　　 間接法：有形固定資産の金額（取得価額）から減価償却費を減額せず、有形固定資産の取得価額と減価償却累計額を両建て併記してください。
　　　　　　  （なお、減価償却後の有形固定資産の残高は、取得価額と減価償却累計額の差額から求められます。）

無形固定資産

通常の営業取引により発生した手形債務及び営業上の未払金（電気・ガス・水道料、外注加工賃
などの未払金）。支払手形・買掛金

未払金、未払税金、未払配当金、繰延税金負債、未払費用、未払利息、前受金、預り金、前受収
益などの流動負債、製品保証等引当金、賞与引当金などの引当金。上記以外の流動負債

銀行などの金融機関からの借入金のうち、返済期限が１年超のもの。長期借入金（金融機関）
個人及び取引先などの金融機関以外からの借入金のうち、返済期限が１年超のもの。長期借入金（金融機関以外）

個人及び取引先などの金融機関以外からの借入金のうち、返済期限が１年以内のもの。短期借入金（金融機関以外）
銀行などの金融機関からの借入金のうち、返済期限が１年以内のもの。短期借入金（金融機関）

普通社債及び新株予約権付社債などの未償還残高。社債

退職給付引当金及び特別修繕引当金などの通常１年を超えて使用される見込みの引当金。上記以外の固定負債
上記すべての負債の合計。負債の部　合計

純資産の部　合計

負債及び純資産の部　合計 「負債の部　合計」と「純資産の部　合計」の合計。

資本金、出資金。資本金
資本準備金（株式払込金剰余金、株式交換剰余金、株式移転剰余金、新設分割剰余金、吸収分割
剰余金、合併差益）、その他の資本剰余金（自己株式処分差益、自己株式処分差損、資本金及び資
本準備金減少差益）

自社で保有している自社株式。※マイナスの金額となりますので、既に金額の先頭に▲が記入さ
れています。

その他有価証券評価差額金、土地再評価差額金、新株予約権など。マイナスの金額を記入する場
合、金額の先頭に▲を記入してください。（例：▲２０００）

上記すべての純資産の合計。マイナスの金額を記入する場合、金額の先頭に▲を記入してくださ
い。（例：▲２０００）

資本剰余金

利益準備金、その他の利益剰余金（任意積立金、減債積立金、技術研究積立金、事業拡張積立金、
退職給付積立金、租税特別措置法の準備金、海外投資等損失準備金、特別償却準備金などの準備
金など）。マイナスの金額を記入する場合、金額の先頭に▲を記入してください。（例：▲２００
０）

利益剰余金

自己株式

投資その他の資産
繰延資産
資産の部　合計

商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品及び半成工事（未成工事）など。

投資有価証券､その他有価証券、長期貸付金､投資不動産、敷金及び長期未収金など。
創立費、開業費、開発費、株式交付費及び社債等発行費など。
上記すべての合計。

棚卸資産

工作機械、化学反応装置などの機械装置及びそれに付属する設備。機械装置

有形固定資産のうち、上記の項目以外の資産。生物など。上記以外の有形固定資産

タンカー、貨物船、はしけ及び漁船などの船舶、鉄道用車両及び自動車などの車両運搬具、測定
工具、検査工具などの工具、試験機器、測定機器などの器具及び事務机などの備品（耐用年数１
年超で相当価額以上のもの）。

船舶、車両運搬具、
工具・器具・備品

『問８』の負債・純資産の各調査項目の内容は以下のとおりです。

『問８』の資産の各調査項目の内容は以下のとおりです。



【問８　記入上の注意点】
１． 平成２０年度の決算期間で記入してください。それが困難な場合は、事務局へご相談していただくか、最寄りの決算期の数値を記入してください。
２． 金額は、千円未満を四捨五入し、千円単位で記入してください。
３． 「資本剰余金」、「利益剰余金」、「上記以外の純資産」及び「純資産の部合計」でマイナスの金額を記入する場合、金額の先頭に▲を記入してください
　　（例：▲２０００）。ただし、「減価償却累計額」と「自己株式」はマイナスの金額となりますので、既に金額の先頭に▲が記入されています。
４． 記入後、「①負債の部合計」＋「②純資産の部合計」＝「③負債及び純資産の部合計」、「④資産の部合計」＝「③負債及び純資産の部合計」に
　  なっていることを確認してください。

※１ 有形固定資産の記入は、原則直接法により記入してください。それが難しい場合は間接法で記入し、必ず減価償却累計額（※２）を記入して
　　ください。直接法・間接法については、左ページ（６ページ）を参照してください。

※２ 減価償却費のことではありません。減価償却累計額が、決算書の項目にない場合（直接法の場合）は記入不要です。

※３ 貸倒引当金は、通常「上記以外の流動資産」に控除科目（マイナス科目）として計上してください。ただし、回収期限が１年を超える金銭債権（長期貸
　　 付金など）につき計上した貸倒引当金は「投資その他の資産」に控除科目（マイナス科目）として計上してください。

※４
『中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例』とは
青色申告書を提出する常時使用する従業者の数が１０００人以下の個人事業者また
は資本金１億円以下の中小企業者（大規模法人の子会社などは除きます。）等を対象
に、取得価額が３０万円未満の減価償却資産を取得された場合、その取得価額の合
計額のうち３００万円に達するまで、取得価額の全額を損金算入できる制度です。

確定申告書等に添付した少額減価償却資産の取得価額に関する明細書または減価償
却資産の償却額の計算に関する明細書（別表十六（七）等）の「備考」欄に記載され
た事項を基に金額を記入してください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



右ページ問１０付問１・問１０付問２・問１１付問２の記入説明

有
形
固
定
資
産

事務所、店舗、工場及び倉庫などの建造物、社宅、電気設備などの建物、橋、舗装道路及
び煙突などの構築物のほか、暖冷房設備、照明設備、昇降機などの付属設備を含みます。

建物・構築物・
建物附属設備
機械装置

土地

建設仮勘定

無形固定資産

工作機械、化学反応装置などの機械装置及びそれに付属する設備。

上記以外の有形固定資産 有形固定資産のうち、上記の項目以外の資産。生物など。

既存事業部門の売上増大 現在行っている事業部門の能力を拡大するために取得した固定資産。
その他 上記以外の目的で取得した固定資産。

コンピュータ及び関連機器 パソコン、周辺機器など。

店舗・商業用設備 ＰＯＳシステム、ショーケースなど。
調理用設備 厨房設備、冷蔵庫、冷凍庫、その他什器備品など。

その他 上記以外のもの。

船舶、車両運搬具、
工具・器具・備品

『問１０付問１』の「有形固定資産」及び「無形固定資産」の各調査項目の内容は以下のとおりです。

『問１０付問２』の設備投資の目的の各調査項目の内容は以下のとおりです。

『問１１付問２』のリース契約物件の各調査項目の内容は以下のとおりです。

タンカー、貨物船、はしけ及び漁船などの船舶、鉄道用車両及び自動車などの車両運搬具、
測定工具、検査工具などの工具、試験機器、測定機器などの器具及び事務机などの備品（耐
用年数１年超で相当価額以上のもの）。

省力化・合理化
 （直接部門）

現在行っている事業を省力化・合理化するために取得された固定資産のうち、売上原価を圧
縮するためのもの。なお、ここでいう省力化・合理化とは、単位生産量あたりの労働導入量
の節約を目的とするもの、作業の一部またはすべての労働を節約あるいは省略すること、を
いいます。

省力化・合理化
 （管理部門）

現在行っている事業を省力化・合理化するために取得された固定資産のうち、販売費・一般
管理費を圧縮するためのもの。なお、ここでいう省力化・合理化とは、単位生産量あたりの
労働導入量の節約を目的とするもの、作業の一部またはすべての労働を節約あるいは省略す
ること、をいいます。

工場、事務所及び社宅などの経営目的のために使用している土地。ただし、販売目的、投
資目的の土地は除きます。
建物、構築物、機械装置及び船舶などの建設または製作のために支出した手付金及び労務費、
取得した機械、購入した資材・部品など。

のれん（営業権）、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、借地権、地上権、著作権及びソフトウェ
ア制作費など。

新規事業部門への進出・
事業転換・兼業部門の強化
など多角化

現在行っている事業以外の分野の事業を行うために取得した固定資産。

製造機械・装置
自動組立装置、産業用ロボット、製鉄機械、繊維機械などの産業用機械、旋盤、フライス盤
などの加工機械など。

建設機械
掘削機械、基礎工事機械、整地機械、コンクリート機械、舗装機械、建設用各種クレーン、
仮設用機材など。

事務機器または通信機器
複写機、タイプライター、マイクロフィルムシステム、シュレッダー、事務用印刷機器、ファ
クシミリ、無線通信機器、有線通信機器など。

輸送機械
乗用車、トラック、荷役運搬機器車輌（コンテナなど）、産業用車輌（フォークリフトなど）、船舶、
鉄道車輌など。

既存建物・設備機器などの
維持・補修・更新

既存の建物・設備機器などの維持・補修・更新のために取得した固定資産。



この１年間（当期）に取得した設備投資額を記入してください。
※  減価償却前の金額のことです。記入の際にはご注意ください。

【問１１付問１ 記入上の注意点】
支払リース料ではありません。平成２０
年度中に新たにリース契約を行ったもの
の契約額と、平成２０年度中にリース契
約期間が終了したため、新たに契約更新
を行ったものの契約額が該当します。

【以下の問 10付問 1、問 10付問 2は、問 10 で「1．設備投資を行った」を選んだ方のみにおうかがいします。】

【以下の問 11付問１、問 11付問 2は、問 11で「1．平成２０年度中に新たにリース契約（契約更新を含む）を行っ
た 」を選んだ方のみにおうかがいします。】

リース契約とは、長期間にわたり特定の資産を占有して使用する賃貸借契約をいいます。土地・建物の
貸借、短期間のレンタル、チャーター、転リースなどは含みません。
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右ページ問１２・問１３・問１４の記入説明

研究開発

中小企業技術基盤強化税制

特許権

実用新案権

意匠権

研究開発とするもの（例）

研究開発としないもの（例）

『問１２』の研究開発の内容は以下のとおりです。

『問１３』の研究開発促進税制（中小企業技術基盤強化税制）の内容は以下のとおりです。

『問１４』の特許権・実用新案権・意匠権の内容は以下のとおりです。

・研究とは、新しい知識の発見を目的とした計画的な探求及び調査をいいます。
・開発とは、新しい製品・サービス・生産方法（以下、「製品など」）についての計画もしくは設
  計または既存の製品などを著しく改良するための計画もしくは設計として、研究の成果その他
  の知識を具体化することに伴う費用をいいます。
なお、この調査では自然科学のみでなく、人文・社会科学の研究についても調査の対象となって
います。ただし、製造現場で行われている品質管理活動やクレーム処理のための活動、または、探査・
掘削などの鉱物資源の開発に特有の活動は、研究開発に含まれません。

「中小企業技術基盤強化税制」は、中小企業者等が支出した試験研究費の12％に相当する
額の税額控除(当期の法人税額の20％を限度とする）が認められる制度です。また、上記の
措置に加え、当期の法人税額の10％を限度として、平成20年4月1日から平成22年3月31
日までの間に開始する各事業年度において、次の特例のいずれかを選択適用することが認め
られます。
①試験研究費の額が比較試験研究費（過去３事業年度の試験研究費の平均額）の額を超え、
　かつ、基準試験研究費（前２事業年度のうち最も多い事業年度の試験研究費の額）の額を
　超える場合には、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える部分の金額の５％に相当
　する額の税額控除が認められます。
②試験研究費の額が平均売上金額（直近４年間の平均売上額）の10％相当額を超える場合
　には、その超える部分の金額に特別税額控除割合(試験研究費割合から10％を控除した割
　合に0.2を乗じた割合)を乗じた金額の税額控除が認められます。

発明を独占的に利用し得る権利であり、特許法による登録をしたもの。

物品の形状、構造、組合せの考案であって、実用新案法に従って登録したもの。

物品の形状、模様、色彩についての美徳をおこさせるデザインであって、意匠法に従って
登録したもの。

・学術的な真理の探究
・基盤技術の研究開発
・新製品の開発
・既存製品の強化・改良　
（本質的な機能強化を伴わない「不具合の修正」は除きます。）

・マーケティング調査、消費者アンケートなど営業活動を目的とした調査・分析
・財務分析、在庫管理など、経営管理を目的とした調査・分析
・QC活動、ISO9001（品質管理）、ISO14001（環境管理）など、工程管理を目的とした調査・分析

・製品の特性を明らかにする試験研究
・新しい製造法・処理法の開発
・新しい材料の探求・開発



※２　「所有しているもののうち、使用しているもの」には、他社に供与しているものも含めてください。

※１ この１年間（当期）に要
した研究開発費用を記入して
ください。累計ではございま
せん。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



建築工事、土木工事及び設備工事の完成工事高。建設事業の収入

発注元から支給を受けた原材料を加工することにより受け取った収入。加工賃収入

旅館、ホテル、簡易宿所及び下宿業などの収入。宿泊事業の収入

不動産取引、不動産仲介、不動産管理及び不動産賃貸、物品賃貸などの収入。不動産，物品賃貸事業の収入

通信業、放送業、情報サービス業、インターネット附随サービス業及び映像・音声・文
字情報制作業の収入。

情報通信事業の収入

道路旅客運送業、道路貨物運送業、水運業、倉庫業及びこん包業、郵便業（信書便事業
を含む）などの収入。

運輸，郵便事業の収入

上記以外の農業、林業、漁業、鉱業、電気・ガス・熱供給・水道業、金融・保険業、医療・
福祉及び教育・学習支援業などの収入。

その他の事業の収入

他の者から購入した（仕入れた）商品を、その性質や形状を変えないで他の事業者に対
して販売した場合の販売高をいいます。営業活動に伴う販売手数料などを含みます。

卸売の商品売上高

学術・研究開発機関、専門・技術サービス業（法律事務所、特許事務所、公証人役場、
司法書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、獣医業、土木建築サービス、デザイン・
機械設計業、著述・芸術家業、写真業など）、広告業の収入。

学術研究，専門・技術サービス
事業の収入

一般飲食店（食堂、レストラン、そば・うどん店、すし店、喫茶店、料亭及び酒場など）、
持ち帰りサービス業（すし、弁当など）、宅配飲食サービス業（宅配ピザ、給食センター、
病院給食など）の収入。

飲食サービス事業の収入

洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業（旅行業、家事サービス業、
冠婚葬祭業、写真現像・焼付業など）、娯楽業（映画館、興行場・興行団、スポーツ施設
提供業など）の収入。

生活関連サービス，娯楽事業の
収入

廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介業、労働者派遣業及びその他の
事業サービス業（建物サービス業、警備業、ディスプレイ業、テレマーケティング業など）
の収入。

サービス事業（他に分類されない）
の収入

「小売の商品売上高」とは、仕入商品または製造した商品を主として一般消費者（個人ま
たは家庭用消費者）に販売した場合の販売高をいいます。営業活動に伴う販売手数料な
どを含みます。
菓子、パン、建具、畳などを製造し、主として一般消費者（個人または家庭用消費者）
に直接販売する場合は、「製造品売上高」ではなく、この「小売の商品売上高」に記載し
てください。

小売の商品売上高

「製造品売上高」とは、自己の製造した製品を販売した場合の販売高をいいます。他から製
造委託を受けたものの販売高も含みます。

以下の場合は、「製造品売上高」には含みませんので注意してください。
１. 仕入商品を加工せず他の事業者に販売した場合の販売高 ⇒「卸売の商品売上高」に記入。
２. 仕入商品を加工せず消費者に販売した場合の販売高⇒「小売の商品売上高」に記入。
３. 菓子、パン、建具、畳などを製造し、主として家庭消費者に直接販売した場合の販売高
　　　⇒「小売の商品売上高」に記入。

製造品売上高
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右ページ問１５の記入説明

『問１５』の売上高の業種別内訳の内容は以下のとおりです。
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【問１６　記入上の注意点】
　　例） 下図の場合、売上高の内訳で最も多いのは「④情報通信事業の収入」なので、問１６では、「④情報通信
　　　　事業の収入」を100％とし、『業種分類表・国地域分類表』を参考に、その内訳を収入の多い順に第３位
　　　　まで記入してください。

「①建設事業の収入」に記入がある場合は、１５ページ問 1８も
必ず記入してください。

【問１５ 記入上の注意点】
御社の行っている事業が業種別内訳のどの項目にあてはまる
のかは、左ページ（1２ページ）の記入説明及び同封の『業種分類
表・国地域分類表』（オレンジ色の冊子）を参考にしてください。

「⑥ 卸売の商品売上高」または「⑦ 小売の商品売上高」（※印の
箇所）に記入がある場合は、１５ページ問 1７も必ず記入して
ください。

合計 し て

100％にな

るように、

記入してく

ださい。
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問

問

合計して100％

になるように、記

入してください。
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※ 回答上の注意については、下のフロー図を参照してください。

『問1７』の仕入先・販売先の各調査項目の内容は以下のとおりです。
　※ 問1７は、1３ページ「問1５ 売上高の内訳」の「⑥卸売の商品売上高」または「⑦小売の商品売上高」の欄に割合を
　　 記入した方は、必ずお答えください。それ以外の方は「４．工事の受注」問１８へお進みください。

『問1８』の工事の受注についての各調査項目の内容は以下のとおりです。
　※ 問1８は、1３ページ「問1５ 売上高の内訳」で「① 建設事業の収入」の欄に割合を記入した方は、必ず記入してください。
　　 それ以外の方は「５．受託の状況」問1９へお進みください。

中小企業

大企業 中小企業以外のことをいいます。
海外から直接輸入

元請工事
下請工事
公共事業

発注者から直接請け負う建築工事、土木工事。
建築工事や土木工事を他の者から請け負った建設業者から請け負う建築工事、土木工事。
国、特殊法人、地方公共団体などが発注する建築工事、土木工事。

自己名義で通関手続を行ったもの。

上記以外のその他
官公庁・自治体、団体、医療機関、教育機関、組合（農協、漁協などを含む）、財団、
社団などの法人及び個人。

中小企業とは以下の範囲をいいます。

　　① 製造業その他（通信業、新聞業、出版業、旅行業を含む） 
　　　　資本金３億円以下または従業者数３００人以下の会社及び個人
　　② 卸売業
　　　　資本金１億円以下または従業者数１００人以下の会社及び個人
　　③ 小売業（飲食店を含む）
　　　　資本金５千万円以下または従業者数５０人以下の会社及び個人
　　④ サービス業（情報サービス業、駐車場業、宿泊業を含む）
　　　　資本金５千万円以下または従業者数１００人以下の会社及び個人

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

右ページ問１７・問１８の記入説明

問１７・問１８・問１９の回答上の注意 ※問１５および問１６は全員の方が必ず回答してください。

問１５で「⑥ 卸売の商品売上高」または「⑦ 小売の商品売上高」の欄に割合を記入しましたか？

問１５で「① 建設事業の収入」の欄に割合を記入しましたか？

いいえはい

問1７「商品（製品）の仕入先・販売先について」を必ず回答してください。

はい いいえ

問1７を回答する必要はございません。

問1８「工事の受注について」を必ず回答してください。

問1５で「① 建設事業の収入」の割合が最も大きいですか？

はい

問１９を必ず回答してください。

いいえ

問１９を回答する必要はございません。



※ 問17は、13ページ「問15 売上高の内訳」で「⑥卸売の商品売上高」または「⑦小売の商品売上高」の欄に割合を
　 記入した方は、必ずお答えください。それ以外の方は「４．工事の受注について」問18へお進みください。

※ 問18は、13ページ「問15 売上高の内訳」で「①建設事業の収入」の欄に割合を記入した方は、必ず記入してください。
　 それ以外の方は「５．受託の状況」問19へお進みください。

３．商品（製品）の仕入先・販売先について

４．工事の受注について

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

【以下の問17付問1～付問3は、問17で「１．仕入れを行った 」を選んだ方のみにおうかがいします。】

合計して100％

になるように、記

入してください。

合計して 100％

になるように、記

入してください。

※発注社の数には、

工事の件数では

なく、発注社の数

を記入してくだ

さい。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



『問1９付問２』の親事業者の定義は以下のとおりです。

＜例＞　御社の資本金が1,000万円で、資本金3,000万円の会社Aから製造を委託された場合には、その会社Aは親事業者と
　　　　なります。

① 製造の委託、修理の委託、プログラム作成の委託及び役務提供の委託
　（運送、物品の倉庫保管、情報処理）

② プログラム作成の委託以外の情報成果物作成の委託及び役務提供の委託
　（運送、物品の倉庫保管、情報処理を除く）

【親事業者の定義】～表の見方～

【委託側】　（○：親事業者、×：親事業者ではない）

「親事業者」と「御社」との関係は、「委託を行う側（委託側）」と「委託を受けた側（受託側）」の資本金区分と取引内容（下記の①ま
たは②）で判別します。　※ 下表参照。

② 修理の受託 他社が請け負っている物品の修理、他者の自己使用する物品の修理を依頼されること。
③ プログラム作成の受託 他社が行うプログラム作成を依頼されること。

④ プログラム作成の受託以外
　 の情報成果物作成の受託

他社が行うテレビ番組作成・工業デザイン・グラフィックデザインの提供などを依頼され
ること。

① 製造の受託 他社が販売する物品・製造請負品・部品・原材料、自己使用する物品・金型などの製造を
依頼されること。

⑤ 役務提供の受託 他社が行う運送・物品の倉庫保管・情報処理の役務提供を依頼されること。
※ 建設業を営む者が請け負う、建設工事の受託は含まれません。

⑥ 上記⑤以外の役務提供
　 の受託

他社が行うメンテナンス（ビル、自動車、機械等）・顧客サポート（アフターサービス、コー
ルセンター等）などの役務提供を依頼されること。
※ 建設業を営む者が請け負う、建設工事の受託は含まれません。

御社の資本金がA～ Cのいずれかの場合、委託側の資本金が「１円～１千万円」「１千万１円～３億円（１千万１円～５千万円）」「３
億１円～（５千万１円～）」の該当する範囲を選び、○の場合は親事業者となり、×の場合は親事業者ではありません。

資本金 １円～１千万円

【受託側】
御社

A．１円～１千万円     

B．１千万１円～３億円

C．３億１円～

×

×

×

３億１円～

○

○

×

１千万１円～３億円

○

×

×

【委託側】　（○：親事業者、×：親事業者ではない）

資本金 １円～１千万円

【受託側】
御社

A．１円～１千万円

B．１千万１円～５千万円

C．５千万１円～

×

×

×

５千万１円～

○

○

×

１千万１円～５千万円

○

×

×

右ページ問１９付問１・問１９付問２の記入説明

『問1９付問1』の受託の内容は以下のとおりです。（※建設工事の受託は除きます。）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



５．受託の状況　※ 主たる事業が「建設業」の場合は記入不要です。「６．委託の状況」へお進みください。

【以下の問19付問1、問19付問2は、問19で「１．受託があった 」を選んだ方のみにおうかがいします。】

※１ 受託とは、他社が行う製造・修理・役務等を依頼されることをいいます。ただし、建設工事の受託は除きます。

※３ 下請けにおける親事業者とは、必ずしも資本関係のある親会社ではありません。定義については、左ページ（１6ペ
　　ージ）をご参照ください。

※２
・「国内からの受託」とは、企業の国籍を問わず、御社が、他社の日本国内の営業拠点や生産拠点などから受託した場合のことです。
・「海外からの受託」とは、企業の国籍を問わず、御社が、他社の海外にある営業拠点や生産拠点から受託した場合のことです。
　したがって、海外の日系企業から受託した場合は、「海外からの受託」に含みます。※委託も同様です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



『問２１』の取引金融機関（メインバンク）についての各調査項目の内容は以下のとおりです。

『問２１付問１』の借入条件についての各調査項目の内容は以下のとおりです。

『問２２』のチェーン組織への加盟の状況について、各用語の説明は以下のとおりです。

② 修理の委託 御社が請け負っている物品の修理、御社の自己使用する物品の修理を他社に委託すること。

地銀・第二地銀 地方銀行（全国地方銀行協会加盟銀行）、第二地銀（第二地方銀行協会加盟銀行、旧相互銀行）。

その他

※　２００８年１０月１日より、日本政策金融公庫（中小企業事業）は中小企業金融公庫、日本政策金融公庫（国民生活事業）は
　　国民生活金融公庫の業務をそれぞれ承継。

外資系金融機関、ゆうちょ銀行など。

③ プログラム作成の委託 御社が行うプログラム作成を他社に委託すること。

④ プログラム作成の委託以外
　 の情報成果物作成の委託

御社が行うテレビ番組作成、工業デザイン、グラフィックデザインの提供などを他社に委
託すること。

① 製造の委託 御社が販売する物品・製造請負品・部品・原材料、自己使用する物品・金型などの製造を
他社に委託すること。

⑤ 役務提供の委託
御社が行う運送、物品の倉庫保管、情報処理の役務提供を他社に委託すること。
※ 建設業を営む者が請け負う建設工事の委託は含まれません。

信用金庫・信用組合
信用金庫（「信用金庫法」に基づく協同組織の金融機関）、信用組合（「中小企業等協同組合法」
に基づく協同組織の金融機関）。

物的担保
不動産、預金、有価証券、機械設備に対して、御社借入金を被担保債権として、メインバ
ンクが（根）抵当権設定、質権設定などを行っていることをいいます。

農林系金融機関
農林中央金庫、農業協同組合、信用農業協同組合連合会、漁業協同組合、信用漁業協同組
合連合会、全国共済農業協同組合連合会。

政府系中小企業金融機関など 商工組合中央金庫、日本政策金融公庫（中小企業事業）、日本政策金融公庫（国民生活事業）※。

4以外の政府系金融機関など 日本政策投資銀行など。

⑥ 上記⑤以外の役務提供
 　の委託

御社が行うメンテナンス（ビル、自動車、機械等）、顧客サポート（アフターサービス、コー
ルセンター等）などの役務提供を他社に委託すること。
※ 建設業を営む者が請け負う建設工事の委託は含まれません。

都市銀行・信託銀行など
都市銀行（みずほ、三菱東京ＵＦＪ、三井住友、りそな、みずほコーポレート、埼玉りそな、
新生、あおぞら）、信託銀行（「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」によって信託
業務を兼営する銀行）など。

本人保証
金銭消費貸借契約書や根保証書などの連帯保証人や銀行取引約定書における包括根保証人
があるケースのうち、御社の代表者や、代表者以外の役員が保証人となっている場合をい
います。

ボランタリー・チェーン
ボランタリー・チェーンとは、独立した個々の店が、独立性を維持しながら多数が結合、
組織化して本部を中心に商品の仕入れやその他の業務を共同化するチェーン組織のことを
いいます。

フランチャイズ・チェーン
フランチャイズ・チェーンとは、チェーン本部が加盟店との契約に基づき、特定の商標、
商号などを使用させる権利を与え、経営指導を行いながら、継続的に商品を供給し、その
対価としてロイヤリティを徴収する意図で組織されたチェーン組織のことをいいます。

第三者保証
金銭消費貸借契約書や根保証書などの連帯保証人や銀行取引約定書における包括根保証人
があるケースのうち、御社の代表者と代表者以外の役員とを除いた第三者（代表者の親族
など）が保証人となっている場合をいいます。

公的信用保証
都道府県及び自治体の信用保証協会（全国に５２ある）との間で保証委託契約を取り交わ
している場合または日本政策金融公庫（旧 中小企業金融公庫）の信用保証制度を利用して
いる場合をいいます（民間の信用保証会社による保証は含まれません）。

右ページ問２０付問１・問２１・問２１付問１・問２２の記入説明

『問２０付問1』の委託の内容は以下のとおりです。（※建設工事の委託は除きます。）



６．委託の状況　※ 全員の方におうかがいします。

７．取引金融機関（メインバンク）について　※ 全員の方におうかがいします。

８．チェーン組織への加盟の状況　

【以下の問20付問1、問20付問2は、問20で「１．委託を行った」を選んだ方のみにおうかがいします。】

【以下の問21付問1、問21付問2は、問21 で「１～７」のいずれかを選んだ方のみにおうかがいします。】

※１ 委託とは、自社が行うべき製造・修理・役務等を、自社のために行ってくれるように他社に依頼（外注を含む）するこ
　　とをいいます。ただし、建設工事の委託は除きます。

※２　増額セールスとは、申込み金額以上の貸付金額をメインバンクから提案されることをいいます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

※ 主たる事業が製造業の場合は記入不要です。
　 「９．電子商取引（e-コマース）の実施状況」へお進みください。



電子商取引（e- コマース）
電子商取引（インターネットなどを通じた商取引、ｅ- コマース）とは、「商取引（企業の収益と
して計上された金銭的対価を伴う商品としての物品、サービス、情報の交換に関わる一連の業務・
行為）のうち一部でもコンピュータを介したネットワーク上で行っていること」を指します。

右ページ問２３の記入説明

『問２３』の電子商取引（e-コマース）の実施状況について、用語の説明は以下のとおりです。

～～～～～～～～～～～～～



【以下の問23付問1～付問3は、問23で「１.電子商取引を実施した」を選んだ方のみにおうかがいします。】

例として、受託、原材料購入や販売などの分野で、電子商取引を実施したものの、売上実績や販売実績にはならなかった場合
であっても、実際に電子商取引を導入し、利用機会があった場合は、「１．電子商取引を実施した 」に○をつけてください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

９．電子商取引（e－コマース）の実施状況  　※ 全員の方におうかがいします。

質問は以上です。調査へのご協力、誠にありがとうございました。

後日、調査担当より、記入内容について確認させていただく場合もありますので、記入の終わった調査票は
コピーをとり、控えとして１２月までお持ちください。
記入の終わった調査票は、同封の返信用封筒（黄色）に入れ、８月３０日（日）までにポストに投函してください。
（切手は不要です。）
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